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4. 流域治水の「３つの対策」の考え方

5. 水災害対策プランの進め方
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１．水災害対策プランの目標 3

 「施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生する」との共通認識のもと、あらゆる関係者の協働により
流域全体で取り組む「流域治水」へ転換した治水対策を行う。

 水災害対策プランは、静岡県及び牧之原市、吉田町の関係者等が連携し、流域の壊滅的被害を回避
するため、①家屋の浸水家屋を解消すること、②交通冠水を軽減すること、③逃げ遅れによる人的被
害をなくすこと、④氾濫発生後の社会機能を早期に回復することを目標とする。



２．取組の考え方 4

 水災害対策プランは、今後の気候変動に伴う降雨量の増大に対し、「流域治水」に転換した治水対策
を推進するため、静岡県、牧之原市、吉田町の関連する部局等が協働し、段階的な検討を踏まえ策
定する。

 まず、長期の視点に立ち、プラン策定対象地区において、将来想定される水害リスクに対する取組を
想定する。

 長期の取組を想定した上で、近年発生した豪雨災害に対し、効果を発現する施策を、短期の取組とし
て検討する。

⻑期的な取組 短期的な取組
「⻑期」の視点に⽴ち、気候変動により
降雨量の増加が想定される中で、現行の
治水計画等の将来計画に沿った対策を検
討ケースの一例として想定し、その浸水
リスク等を踏まえ、当該流域における流
域治水を推進する。

同プランの策定対象地区において、近年
発生した豪雨により水害が発生している
ことから、⻑期的な取組を踏まえ、「短
期」の視点に⽴った流域治水の取組につ
いて、今後10年程度に実施する施策を抽
出し、重点的に進捗管理を行う。



計 床上 床下
雨量
(mm)

確率
雨量
(mm)

確率
雨量
(mm)

確率

平成16年10月9日 台風22号 41 0 41 49 1/3 79 1/5 281 1/20
平成16年11月11日 豪雨 8 0 8 87 1/80 108 1/20 121 1/2
平成25年4月6日 豪雨 88 9 79 63 1/10 105 1/20 247 1/10
平成26年10月5〜6日 台風26号 6 1 5 51 1/3 81 1/5 157 1/2
平成29年6月21日 豪雨 6 0 6 42 1/2 83 1/5 231 1/10
令和元年10月12日 台風19号 116 8 108 48 1/3 87 1/5 348 1/80

1時間 2時間 24時間（⼾数）
雨量規模（静谷）

年月日 洪水名

浸水家屋

３．長期・短期の取組を検討するための対象外力 5

 「長期」「短期」の視点に立った検討を行うため、対象とする外力を設定する。

⻑期的な取組の検討における外⼒ 短期的な取組の検討における外⼒
気候変動により、「これまでに経験した
ことのない集中豪雨は発生する」との認
識のもと、現行の河川整備基本方針
（1/50）の降雨量の1.1倍の降雨量

近年浸水被害を発生させた降雨と同規模
の降雨

坂口谷川：平成25年4月豪雨
令和元年10月豪雨

坂口谷川（近年の浸水被害）

対象外力
H25.4洪水 浸水家屋戸数 近年第2位
R1.10洪水 浸水家屋戸数 近年最大
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H25.4.6洪水
時刻雨量(静谷)

時刻潮位(焼津)

時刻水位(坂口谷川)

計画高水位

4/6 4/7

63mm

T.P+2.98m

T.P+1.04m

H.W.L(T.P+3.51m)

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

潮
位
・
水
位
(T
.P
.m
)

雨
量
(m
m)

R1.10.12洪水

時刻雨量(静谷)

時刻潮位(焼津)

時刻水位(坂口谷川)

計画高水位

10/11 10/12

48mm
T.P+1.74m

T.P+3.31m
H.W.L(T.P+3.51m)

H25.4洪水とR1.10洪水の出水状況（坂口谷川橋）

※H25.4洪水、R1.10洪水の浸水家屋（戸数）は検討対象範囲内



３．長期・短期の取組を検討するための対象外力

平成25年4月豪雨の浸水被害状況 6

浸水実績

床上浸水家屋

床下浸水家屋

項目 H25.4豪雨
床上浸水家屋 9
床下浸水家屋 79

 平成25年4月洪水は、1時間雨量が63mm （確率1/10程度）であり、坂口谷川橋の河道水位（2.98m）は
H.W.L（3.51m）まで53cmに迫るものであった。

 氾濫モデル化内の床上浸水家屋数は9戸、床下浸水家屋は79戸であった。

床上5戸 床上4戸

坂口谷川流域

吉田町

牧之原市

島田市

検討対象範囲

細江地区コミュニセンター

牧之原警察署
前道路



３．長期・短期の取組を検討するための対象外力

令和元年10月豪雨の浸水被害状況 7

 令和元年10月洪水は 1時間雨量が48mm（確率1/3程度）と比較的少ないが、焼津漁港（焼津験潮場）
で既往最大規模の高潮が発生し、時間雨量と潮位のピークが重なったため、坂口谷川橋の河道水位
（3.31m）はH.W.L（3.51m）まで20cmに迫り、浸水被害がより増加したものであった。

 氾濫モデル化範囲内の床上浸水家屋は8戸、床下浸水家屋は108戸であった。

項目 R1.10豪雨
床上浸水家屋 8
床下浸水家屋 108

浸水実績

床上浸水家屋

床下浸水家屋

榛原総合病院

床上2戸

床上1戸

床上2戸

床上3戸

坂口谷川流域

吉田町

牧之原市

島田市

検討対象範囲

牧之原警察署



３．長期・短期の取組を検討するための対象外力

坂口谷川におけるシミュレーション結果 8

 坂口谷川の検討では、長期的な取組の検討における外力として基本方針の将来計画（1/50）の1.1倍
の降雨量、短期的な取組の検討における外力として、平成25年4月豪雨および令和元年10月豪雨に
ついて、現時点の整備状況をもとにシミュレーションを実施し、水害リスクを確認した。

 長期、短期の検討外力ともに、広域にわたり45cm以上の浸水が想定されている。

基本方針（1/50）
の1.1倍の降雨量

平成25年4月豪雨

長期的な取組の検討における外力
（確率規模1/50×1.1倍）

短期的な取組の検討における外力
（H25.4）

短期的な取組の検討における外力
（R1.10）

令和元年10月豪雨

凡 例
―：対象範囲
―：河川
計算浸水深
■：0.1m未満
■：0.1～0.3m
■：0.3～0.45m
■：0.45m以上

凡 例
―：対象範囲
―：河川
計算浸水深
■：0.1m未満
■：0.1～0.3m
■：0.3～0.45m
■：0.45m以上

凡 例
―：対象範囲
―：河川
計算浸水深
■：0.1m未満
■：0.1～0.3m
■：0.3～0.45m
■：0.45m以上



４．流域治水の「３つの対策」の考え方 9

 「１．水災害対策プランの目標」を達成するため、あらゆる関係者の協働により流域治水を進めていく
にあたり、その対策の特徴から（１）氾濫をできるだけ防ぐための対策、（２）被害対象を減少させるた
めの対策、（３）被害の軽減・早期復旧・復興のための対策」に分類し、各々の対策内容を検討する。

出典︓社会資本整備審議会（国）「気候変動を踏まえた⽔災害対策のあり⽅について」答申



４．流域治水の「３つの対策」の考え方

（１）氾濫をできるだけ防ぐための対策 10

 主に河川（河道）の流下能力の維持向上や流域内での貯留・浸透機能の拡大がある。

 これらについては、現行計画等を踏まえ、「長期」では将来計画に沿った対策を検討ケースの一例とし
て想定し、その浸水リスク把握と流域治水の必要性の確認を行い、「短期」では今後10年程度に実施
する具体な対策内容（規模、数量等）を設定の上、検討を行う。

 ただし、流域内での貯留・浸透機能の拡大については、実施者の「主体的」な取組ではなく、「協力」の
もと行う施策として、取組内容を検討する。



４．流域治水の「３つの対策」の考え方 (1) 氾濫をできるだけ防ぐための対策

①長期的な取組の検討＿河道の流下能力の維持・向上 11

 基本方針計画(1/50) では、全ての流域の流出量が全て河道へ流入することとし、沢垂川放水路整備
後の流量（基準地点： 270㎥/s ）が流下できるように、-0.14k～10.6kまでの河床掘削を実施する。

●基本方針計画(1/50)の計画流量配分 ●将来計画の代表断面

余
裕
高

 8
00

設
計
水
深

　
39
00

瀬や淵等良好な自然環境を保全礫や巨石等は再利用

河床掘削形状は、
極力現況河床をスライド

水系名 坂口谷川
（H27.3策定、H28.6変更）

計画規模 年超過確率1/50

計画
降雨強度

77mm/hr
静岡地方気象台の降雨強度式
（S56年版）

洪水到達
時間

79分
基準地点（坂口谷川橋）

●坂口谷川の計画諸元

坂口谷川2.4kにおける計画河道の概要

※湛水を許容しない

3.35ｋ

2.20ｋ

1.60ｋ

120
170

190
270

200
290

220
330

2.30ｋ

谷田川合流点

基準地点：坂口谷川橋

十石橋

沢垂川放水路
合流点

（旧：沢垂川流入）

上段：整備計画流量（W=1/5）
下段：基本方針流量（W=1/50）
単位：m3/s

180
250

沢垂川放水路整備後の流量配分図

190
270



４．流域治水の「３つの対策」の考え方 (1) 氾濫をできるだけ防ぐための対策

①長期的な取組の検討＿河道の流下能力の維持・向上 12

 長期的な取組としての将来予測降雨量(現行の基本方針の降雨量(1/50)の1.1倍≒1/100相当の降雨
量)に対して、想定される最大限の河川対策(坂口谷川基本方針河道の改修(1/50)、沢垂川の改修
（1/5）、浜田都市下水路の改修（1/5)、8箇所でのポンプ増強と設置)を実施しても、市街地において浸
水深が床上(45cm以上)となる箇所が散見され、その浸水面積は4haに及ぶ。

浸水深45㎝以上
（市街地のみ） 約4ha

●確率1/50降雨×1.1倍規模の浸水範囲

確率1/50降雨×1.1倍(確率1/100相当)の場合
約4haに対する流域対策メニューが必要

項目 対策内容

河川対策
（県）

• 坂口谷川の基本方針計画河道 （-0.14k～
10.6k）への改修 (W=1/50)

河川対策
（市町）

• 沢垂川放水路の整備、流末への樋門整備、
流末へのポンプ場整備（8.0㎥/s）、上流まで
の河道改修（W=1/5）

• 水路N：ポンプ増強(0.067㎥/s⇒0.134㎥/s)
• 浜田都市下水路の河道改修（W=1/5）、流末

へのポンプ場整備（9.3㎥/s）
• 住吉川：可搬式ポンプ設備設置（1.00㎥/s）
• 住吉川２：ポンプ設置（1.30㎥/s）
• 宮裏川：ポンプ場増強(0.26㎥/s⇒0.86㎥/s)
• 第二宮裏川：排水機場増強

(2.98㎥/s⇒3.98㎥/s)
• 第二宮裏川：排水ポンプ車配置（0.50㎥/s）

●長期で想定した河川条件

凡 例 計算浸水深
― ：対象範囲 ■：0.1m未満
― ：河川 ■：0.1～0.3m
：床上浸水が ■：0.3～0.45m
残る箇所 ■：0.45m以上

平成28年土地利用図
富士山静岡空港

坂口工業団地

凡 例

流域界

市街地

水田

都市計画区域

準都市計画区域

東海道新幹線

東名高速道路

国道150号線

※青字の施策は短期的な取組で実施する施策



４．流域治水の「３つの対策」の考え方 (1) 氾濫をできるだけ防ぐための対策

①長期的な取組の検討＿流域の貯留機能の拡大 13

 河川対策だけではゼロリスクとならない場合は、校庭・水田等の貯留・浸透機能の拡大、森林整備、
主に都市計画や土地利用等を踏まえたまちづくり、避難や社会機能の早期回復をかかるソフト対策
等、多層的な流域治水対策が必要となる。

 坂口谷川の場合は、長期的な取組の河川対策を実施しても床上浸水が残る区域(4ha)に対して、下記
に示す流域全体の水田やため池、公共施設等による流域貯留機能の整備・拡大が重要である。

●流域対策実施候補施設の位置図

３つの対策 対策の考え方 主な対策

①氾濫をできるだ
け防ぐための対策

氾濫を防ぐ堤防等の治
水施設や流域の貯留
施設等の整備

流水の貯留機能の拡大

維持可能な河道流下能力の維持・向上

②被害対象を減少
させるための対策

氾濫した場合を想定し
て、被害を回避するた
めのまちづくりや住ま
い方の工夫

・開発許可制度の見直し
(市街地緑辺集落制度の見直し)

・立地適正化計画の見直し
(都市計画区域内)

③被害の軽減・早
期復旧・復興のた
めの対策

氾濫の発生に際し、確
実な避難や経済被害
軽減、早期の復旧・復
興のための対策

土地の水災害リスク情報の充実

避難体制の強化

関係者と連携した早期復旧・復興の体制
強化

●流域治水対策の３つの柱

坂口谷川
流域 検討対象

範囲

・防災及び農地開発用調整池
の洪水調節機能の増強・整備

・駐車場、校庭等を活用
した流出抑制対策の整備
・水田貯留、農地の保全、
森林整備



４．流域治水の「３つの対策」の考え方 (1) 氾濫をできるだけ防ぐための対策

①長期的な取組の検討＿関係者のスタンスを踏まえた施策の考え方 14

 「流域治水」に対する関係者のスタンスは、「主体的（積極的）」と「協力的」の大きく２つに分かれる。

 「流域治水」を推進するためには、関係者のスタンスを踏まえた施策を設定していく必要がある。

 「流域治水」に主体的（積極的）なスタンスで取り組まれる施策には、具体な対策量や到達目標を位置
づける。

 民間等が実施主体となるものは、施策に対して理解が進み、協力者の同意が得られ、取組を推進す
るための施策を位置づける。

◇ 「流域治水」に主体的（積極的）なスタンスで取り組まれる施策
～リスクに対する安全や安心の確保を主たる目的とするものによる施策～

⇒施策の具体な対策量や到達目標を位置づける

◇ 「流域治水」に協力するスタンスで取り組まれる施策
～リスクに対する安全や安心の確保とは異なる目的とするものによる施策～
（１）行政が実施主体となるもの

例：公共施設を対象とした雨水貯留施設の整備 等

⇒施策の具体な対策量や到達目標を位置づける
（２）民間等が実施主体となるもの

例：田んぼ、民有施設等を対象とした雨水貯留施設の整備 等

⇒施策に対する理解が進み、協力者の同意が得られ、
取組を推進するための施策を位置づける



４．流域治水の「３つの対策」の考え方 (1) 氾濫をできるだけ防ぐための対策

②短期的な取組の検討＿河道及び流域における施策の設定

 対象範囲は、浸水常襲区域である流域の下流部（住
吉地区・細江地区）とする。

 短期的な取組において実施するメニューは、河川対策
を実施し、目標達成を目指す。

 水田・校庭貯留等の「流域対策」は新たな対策の検討
を施策に位置付け、中間年次に改めてプランの検証を
行う。

 「被害対象を減少させるための対策」と「被害の軽減・
早期復旧・復興のための対策」は、「長期」「短期」にか
かわらず継続的な取組であることから、取組内容を施
策として整理する。
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坂口谷川流域

吉田町

牧之原市

島田市

検討対象範囲
●主な対策位置

沢垂川放水路の整備
放水路流末への樋門整備

牧之原市
細江地区

水路N
ポンプ増強

住吉川
可搬式ポンプ設備設置

宮裏川
第三ポンプ場増強

第二宮裏川
吉田第一排水機場増強

住吉川２
ポンプ設置

坂口谷川
整備計画河道への改修

凡 例
：行政界
：対象範囲

対策種別
：河川対策(県)
：河川対策(市町)

第二宮裏川
排水ポンプ車設置

吉田町
住吉地区

流域対策の掘り
起こしの検討を実施

対象外力：H25.4洪水 浸水家屋戸数 近年第２位 R1.10洪水 浸水家屋戸数 近年最大

分類 項目 対策内容

①氾濫を
できるだけ
防ぐため
の対策

河川
対策
（県）

• 坂口谷川河川整備計画に基づく河道改修（1.4k～
4.2k）

※モデル上流端は2.60kとして検討

河川
対策
（市町）

• 沢垂川放水路の整備、流末への樋門整備
（確率規模1/5）

• 水路N：ポンプ増強（現況：0.067→0.134㎥/s）
• 住吉川：可搬式ポンプ設備設置（1.00㎥/s）
• 住吉川２：ポンプ設置（1.30㎥/s）
• 宮裏川：ポンプ場増強（現況：0.26㎥/s→0.86㎥/s）
• 第二宮裏川：排水機場増強

（現況：2.98㎥/s→3.98㎥/s）
• 第二宮裏川：排水ポンプ車配置（0.50㎥/s）

流域
対策

• 流域の貯留機能の拡大等に関する「流域対策」は
新たな対策の掘り起こしの検討を施策に位置付け、
中間年次に改めてプランの検証を行う。

②被害対象を減少させ
るための対策

• 「長期」「短期」にかかわらず、継続的な取組である
ことから、取組内容を施策として整理する。

③被害の軽減・早期復
旧・復興のための対策



４．流域治水の「３つの対策」の考え方 (1) 氾濫をできるだけ防ぐための対策

②短期的な取組の検討＿設定した施策による減災効果（H25.4）

 現況に対して、前述した河川対策メニューを実施した場合の効果を算定した。

 河川対策メニューにより、氾濫面積が2.8ha程度減少し、浸水深は16cm程度低減した。

 床上浸水家屋数は、細江地区で5戸減、住吉地区で1戸減となったものの、住吉地区では床上浸水
家屋は3戸残存する。
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対策前(現況施設,①)  浸水深 対策後(②)  浸水深 差分(①－②)  効果

氾濫面積 約7.6ha
（浸水ボリューム 約32千㎥）

氾濫面積 約4.8ha
（浸水ボリューム 約20千㎥）

氾濫面積 約2.8ha減
（浸水ボリューム 約12千㎥）

平均浸水深 約42cm 平均浸水深 約26cm 平均浸水深 約16cm減

住吉地区

細江地区

【細江】床上5戸
【住吉】床上4戸

【細江】床上0戸
【住吉】床上3戸

凡 例 計算浸水深
―：対象範囲 ■：0.1m未満
―：河川 ■：0.1～0.3m
●：床上箇所 ■：0.3～0.45m

■：0.45m以上

住吉地区

細江地区

住吉地区

細江地区

凡 例
―：対象範囲
―：河川
□：対策箇所
浸水深差分
■：0.01～0.1m
■：0.1～0.2m
■：0.3m以上

【細江】床上5戸減
【住吉】床上1戸減

※平均浸水深、氾濫面積・氾濫ボリュームの算定方法：50㎡以上の建物が含まれるメッシュと道路が含まれるメッシュを対象とし、浸水深が20cm以上を集計。

床上浸水
が残る箇所



４．流域治水の「３つの対策」の考え方 (1) 氾濫をできるだけ防ぐための対策

②短期的な取組の検討＿設定した施策による減災効果（R1.10） 17

対策前(現況施設,①)  浸水深 対策後(②)  浸水深 差分(①－②)  効果

氾濫面積 約8.1ha
（浸水ボリューム 約33千㎥）

氾濫面積 約5.7ha
（浸水ボリューム 23千㎥）

氾濫面積 約2.4ha減
（浸水ボリューム 10千㎥）

平均浸水深 約41cm 平均浸水深 約29cm 平均浸水深 約12cm減

住吉地区

細江地区

【細江】床上6戸
【住吉】床上2戸

【細江】床上2戸
【住吉】床上0戸

住吉地区

細江地区

住吉地区

細江地区

凡 例
―：対象範囲
―：河川
□：対策箇所
浸水深差分
■：0.01～0.1m
■：0.1～0.2m
■：0.3m以上

【細江】床上4戸減
【住吉】床上2戸減

※平均浸水深、氾濫面積・氾濫ボリュームの算定方法：50㎡以上の建物が含まれるメッシュと道路が含まれるメッシュを対象とし、浸水深が20cm以上を集計。

床上浸水
が残る箇所

 現況に対して、前述した河川対策メニューを実施した場合の効果を算定した。

 河川対策メニューにより、氾濫面積が2.4ha程度減少し、浸水深は12cm程度低減した。

 床上浸水家屋数は、細江地区で4戸減、住吉地区で2戸減となったものの、細江地区では床上浸水
家屋は2戸残存する。

凡 例 計算浸水深
―：対象範囲 ■：0.1m未満
―：河川 ■：0.1～0.3m
●：床上箇所 ■：0.3～0.45m

■：0.45m以上



４．流域治水の「３つの対策」の考え方

（２）被害対象を減少させるための対策 18

 主に都市計画や土地利用の施策が該当する。

 これらの施策では、将来的なまちづくりを検討する上で、災害ハザード情報を収集・整理し災害リスク
の分析等を行う。災害ハザード情報は、想定最大規模の洪水のほか、洪水に関する多段階の発生頻
度（計画規模、中頻度、高頻度等）によるハザード情報等を確認し、検討を進めるものであり、必ずし
も水災害対策プランの「長期」「短期」で想定する外力の考え方に合致するものではない。

 このため、対策内容を「長期」「短期」に分けず、各施策の今後10年間で実施する取組内容を整理す
る。

 なお、災害ハザード情報には、「洪水に関する河川整備の見通し等を踏まえた浸水に関する情報」も
含まれるため、水災害対策プランの「長期」や「短期」で検討したシミュレーション結果も災害ハザード
情報の一つとして、まちづくりの検討に活用していく。



４．流域治水の「３つの対策」の考え方 (2) 被害対象を減少させるための対策

② 立地適正化計画における防災指針の記載 19

 牧之原市および吉田町において、「立地適正化計画作成の手引き」に従い、防災指針の記載に向け
て検討を進めていく予定である。

出典：立地適正化計画作成の手引き



４．流域治水の「３つの対策」の考え方 (2) 被害対象を減少させるための対策

② 立地適正化計画における防災指針の記載 20

 災害リスク分析と防災・減災まちづくりに向けた課題の抽出にあたり、災害ハザード情報等の収集、整
理が必要。

出典：立地適正化計画作成の手引き



４．流域治水の「３つの対策」の考え方 (2) 被害対象を減少させるための対策

② 立地適正化計画における防災指針の記載 21

 「水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン」を踏まえ、防災指針の検討を進めていく。

 水災害に関するハザード情報をもとにリスク評価を行う。

 「洪水に関する河川整備の見通し等を踏まえた浸水に関する情報」も含まれるため、検討したシミュ
レーション結果も災害ハザード情報の一つとして、検討に活用していく。

出典：水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン（概要）



４．流域治水の「３つの対策」の考え方 (2) 被害対象を減少させるための対策

② 立地適正化計画における防災指針の記載 22

 水害リスクを踏まえた防災まちづくりの方向性や、リスクを軽減又は回避する対策を検討する。

 治水バランスを確保し、流域全体で安全を確保するため、流域・広域の視点から関係者が連携。

出典：水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン（概要）



４．流域治水の「３つの対策」の考え方

（３）被害の軽減・早期復旧・復興のための対策 23

 主に避難や社会機能の早期回復にかかるソフト施策が該当する。

 これらの施策の対象外力は想定最大規模の水害リスク等としており、必ずしも水災害対策プランの
「長期」「短期」で想定する外力の考え方に沿うものではない。

 このため、継続的な取組として流域治水関連法等を参考に各施策を設定し、取組内容を整理する。



４．流域治水の「３つの対策」の考え方 (3) 被害の軽減・早期復旧・復興のための対策

水害リスク情報の充実＿浸水想定区域図の公表 24

 流域治水関連法(水防法改正)の施行により、リスク情報空白域の解消を目指す。

 想定最大規模の洪水、雨水出水等に対応したハザードマップ作成エリアを、住家等の防御対象のあ
るすべての河川流域、下水道、海岸に拡大。

出典：国土交通省HP「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律について～流域治水関連法～」より抜粋

流域治水関連法における「被害の軽減、早期復旧・復興のための対策」



４．流域治水の「３つの対策」の考え方 (3) 被害の軽減・早期復旧・復興のための対策

水害リスク情報の充実＿浸水想定区域図の公表 25

 坂口谷川流域では、平成31年に浸水想定区域図を公表している。※外水氾濫のみ
 近年の水害では内水氾濫が確認されており、今後、坂口谷川流域においても雨水出水浸水想定区域

の指定対象施設の拡大等を検討していく必要がある。
 「氾濫をできるだけ防ぐための対策」を実施後も浸水リスクが残ることを考慮する。

出典：令和3年7月15日 国土交通省 水管理・国土保全局長 通達

出典：坂口谷川水系坂口谷川洪水浸水想定区域図
（想定最大規模）より抜粋

H31浸水想定区域図 H25.4洪水、R1.10洪水
の浸水実績

：樋管

：排水機場
：H25.4洪水の浸水箇所
：R1.10洪水の浸水箇所

■ ：H25.4洪水(床下浸水)
■ ：H25.4洪水(床上浸水)
■ ：R1.10洪水(床下浸水)
■ ：R1.10洪水(床上浸水)

凡例



５．水災害対策プランの進め方 26

 流域治水関連法の施行により、法的枠組み上、流域治水の「３つの対策」の実効性が高まった。

 上流・下流や本川・支川の流域全体を俯瞰し、あらゆる関係者が連携・協働して流域治水（各施策）に
取り組む。

出典：国土交通省HP「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律について～流域治水関連法～」より抜粋

流域治水関連法の概要



５．水災害対策プランの進め方（今後の課題） 27

① 効果検証について

 流域治水の「３つの対策」の減災効果の検証は、シミュレーションを実施して行うものだが、シミュ
レーションで効果を検証できる施策は「氾濫をできるだけ防ぐための対策」のみとなる。

 一方、「氾濫をできるだけ防ぐための対策」だけでは、対象外力に対し、水災害対策プランの目標を
達成できず、現時点の施策ではゼロリスクとならない。つまり、「長期」「短期」の各々で設定した外
力に対してリスクが残り、「被害対象を減少させるための対策」「被害の軽減・早期復旧・復興のため
の対策」も含めた多層的な取組が必要である。

 なお、シミュレーション上は目標を達成できない場合であっても、目標の下方修正（例：家屋の床上
浸水被害の解消→家屋の床上浸水被害の半減 等）は実施せず、水災害対策プランの目標である
「流域の壊滅的な被害を回避する」ため、新たな対策の掘り起こしの検討を施策に位置づけ、中間
年次（プラン策定後5年）に改めてプランの検証（PDCA）を行う。

② 対象外力の精査について

 短期の取組の検討において、近年発生した水害を対象としたが、当該水害が必ずしも各河川（地
区）において最も危険となる降雨特性とは限らない。

 このため、短期の取組の期間中に設定した外力を上回る規模の水害が発生した場合は、当該水害
を分析の上、対象外力の見直しも含め、プランの検証（PDCA）を行う。


